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略語は準備書面の例による。

号証 襟 目 原 作成 立証趣旨

（作成者等） ． 年月日

写

乙第276号証 意見書 原 R4. I. 28 川瀬氏が、原判決において、ば

（京都大学防災研究所 らつきの考慮について、「他の震源

特任教授川瀬博） 特性パラメータの設定に当たり、

上記のような方法（引用者注：地

震モーメントの標準偏差分の加味

等）で地震モーメントを設定する

のと問視し得るような考慮、など、

相応の合理性を有する考慮がされ

ていれば足りるものと考えられ

る。」と判不されたことを踏まえ、

原子力規制委員会の審査では、個

々の「不確かさJ考慮による地震

動への影響度合いを定量的に確認

するということまでは行っていな

いと思われるものの、参加人が算

出した地震動評価における「不確

かさ」考慮によって確保された保

守性の程度を定量的に確認するご

ととしたこと、その結果、参加人

が基準地震動に設定した複数の「不

確かさ」の考慮によって、入倉・

三宅式に認められる地震モーメン

トMoのばらつき程度の地震動への
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影響分を優に超える保守性がある

ことが定量的にも確認されたこと

乙第277号証 資料の提供について（依 写 R3. 6. 17 川瀬氏が乙第276号証の意見書を

頼） 作成するに当たり、原子力規制庁

（原子力規制庁長官官 が、参加人に対して大飯発電所の

房参事官布村希志子） 基準地震動策定における「FO一

A～F 0-B～熊川断層Jの地震

動評価に関する資料の提供を依頼

したこと

乙第278号証 資料の提供について 写 R3. 7. 1 参加人が、原子力規制庁から乙

（関西電力株式会社総 第277号証による資料提供依頼を受

務室法務部長紺矢洋 け、大飯発電所の基準地震動策定

史） における「F0-A～F 0-B～ 

熊川断層j の地震動評価lこ関する

資料を提供したこと

乙第279号証 大飯発電所基準地震動 写 同上 参加入が乙第278証において提供

s sに考慮した不確か した左記資料の内容

さによる地震動への影

響検討

（関西電力株式会社）
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